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研究成果の概要（和文）：　スハルト体制の崩壊とともに始まった地方分権化の改革によって、ジャワ農村では民主化
がどのように進められてきたのかその実態を明らかにするために、関係法令、行政組織、村協議会、村長選挙、および
集落の住民組織などの調査研究を行った。その結果、村の政治や住民組織の運営における民主化が進んできたが、有力
者の権威的支配から村の政治がさらに自由になるためには、民主主義に対する住民の意識をさらに高めることが必要で
あることが明らかになった。
 　

研究成果の概要（英文）：This study is based on qualitative field research carried out in rural Java in 
order to clarify how village democracy has been promoted by local autonomy reform since the fall of the 
Suharto regime. Among the key elements of the research are: 1)Analysis of laws and rules related to local 
autonomy or decentralization; 2)Analysis of village government, the village representative body(the Law 
No.22/1999) or village consultative council(the Law No.32/2004), the hamlet-and other people’s 
organizations such as the neighborhood association; 3)Analysis of the role of the framework of democracy 
in decision making on the village-and hamlet level. While democratization has thoroughly penetrated 
society down to the village level, it is clear that village residents should be more educated in order to 
be good “democratic villagers”.
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１．研究開始当初の背景 
(1)本単独研究の申請者は、1980 年代半ばか
ら、スハルト体制下で農村開発の客体として
常に上からの権威的支配に従属することを
求められてきたジャワ農村社会の調査研究
を継続し、その研究成果を発表してきた。し
かし、21 世紀とともに始まった農村社会の民
主化によって、これまで研究してきたジャワ
農村社会が今後どのように変化していくの
かに注目した。 
 
(2)インドネシアでは、スハルトの権威主義体
制が崩壊し、市場重視や民主主義重視の国際
世論の影響の下に地方分権化を目指した
「1999 年地方行政法」が制定され、地方行
政の抜本的な改革が行われた。これによって、
行政村の段階では住民の直接選挙による村
議会が設置されるなど、民主的な村落自治が
実現することになった。したがって、申請者
は、これまでに同法の制定によってもたらさ
れた変化について研究を進め、その成果を論
文にまとめてきた。 
 
(3)ところが、急速な民主化にともなって村落
行政の運営に様々な問題が発生するように
なり、その見直しとともに制定された「2004
年地方行政法」によって村議会議員の直接選
挙が廃止され、民主化が後退することになっ
た。したがって、その原因と背景、民主化の
定着に向けた対策などの詳細な検討が緊要
の課題となった。 
 
(4)しかし、1999 年に続く 2004 年の地方行政
法の制定がもたらした肯定面と否定面の問
題点についての分析が十分されていない状
況にあり、そのために様々な具体例に即した
問題の提示や対応策についての検討が求め
られていた。加えて、インドネシアの地方分
権化にともなう民主的な村落自治制度の再
編過程の検討によって、他の発展途上国の民
主化に有益なモデルを導出することが期待
されていた。 
 
２．研究の目的 
(1)インドネシアでは、スハルト体制下で構築
された全国画一の中央集権的村落行政組織
が廃止され、地方分権化を目指した「地方行
政に関する 1999 年インドネシア共和国法律
第 22 号」が制定され、民主的な村落行政制
度が実施されることになった。しかし、急速
な民主化を抑制するために、前法を改めて
「地方行政に関するインドネシア共和国法
律第 32 号」が制定された。本研究は、この
21 世紀とともに始まった地方分権化の改革
とそれに伴う一連の村落自治制度の再編過
程の検討を通して、ジャワ農村ではどのよう
な民主的村落自治が実現し、併せてどのよう
な問題が生起してきたかを明らかにして、農
村社会における分権化と民主化の社会的条
件を検討する。 

 
(2)農村開発モデルは、従来農業開発＝農村開
発の視点に立った農業生産中心主義の立場
から捉えられてきたが、21 世紀に入って農村
生活の質向上の視点に立った農民生活中心
主義の立場から捉える必要が指摘され、ライ
ブリフッド・アプローチが注目されるように
なってきた。本研究のいま一つの目的は、村
落自治制度の再編過程の分析を通して、農村
社会の持続的発展のための社会的条件を明
らかにし、ライブリフッド・アプローチとの
接合を目指すことである。 
 
３．研究の方法 
(1)本研究は、申請者による単独研究で、現地
調査での収集資料の分析を中心とした実証
研究である。現地調査の実施にあたっては、
インドネシア科学院(LIPI)の人口研究所と
ジョクジャカルタ市に所在する国立ガジャ
マダ大学の人口政策研究所の協力を得て実
施した。 
 
(2)研究資料は、先行研究の文献(和文、英文、
インドネシア語)資料も利用しているが、現
地調査で収集したものが中心である。それら
の資料は、中央省庁と県・郡・市・町村の役
所および集落で収集した統計、法令、議事録、
関係文書や文献、関係者の聴取記録、そして
集落での調査票調査等によって直接収集さ
れたものである。 
 
(3)調査対象地は、①ジョクジャカルタ特別州
バントゥール県内にある水田稲作農村の3カ
村(それぞれ郡は異なる)、②ジャカルタ首都
特別州北ジャカルタ市内の 1 カ町にあって
1980年代まで稲作農村だった2カンポンであ
る。 
 
(4)現地調査は、勤務校の授業等に支障をきた
さない時期、主として夏休み、冬休み、春休
み等を利用して実施した。 
 
４．研究成果 
本調査によって得られた資料に基づく研

究は現在も継続して行っているが、これまで
に明らかにすることができた研究成果は下
記のようなことである。 
 
(1)民主化を志向してスハルト体制を崩壊さ
せた政治的潮流がもたらした変化は、抑圧や
排除を生み出してきた中央集権的権威主義
体制から民主主義の証ともされる地方分権
主義への転換であった。すなわち、「1999 年
地方行政法」および「2004 年地方行政法」
の制定による地方分権化によって多数の人
が政治的意思の決定過程に参加できる制度
が農村社会でも整備されるようになった。 
本研究では両方の法律の中で村落自治制度
について定められた内容を詳細に比較検討
し、両者の間の違いについて明らかにした。 



 
(2)しかし、スハルト退陣直後の政治的混乱の
中で制定された「1999 年地方行政法」は、
十分な準備期間と必要なプロセスを踏まえ
る余裕もなく制定されたため、たとえば村議
会と村長の対立が深刻化して村落行政が滞
ってしまうといった本来制度設計で想定さ
れていなかった事態が発生することも少な
くなかった。そのような事態を招いた背景に
は、民主主義に対する農村住民の理解、いわ
ゆる民意が十分に育っていなかったこと、地
元の有力者や名望家の権威に従属してしま
う伝統的農村文化から十分に解放されてい
なかったこと、などの問題があったことを明
らかにした。 
 
(3) 上述した「1999 年地方行政法」の制定に
みられたいわゆる行き過ぎた民主化が問わ
れた結果、その見直しが行われて制定された
のが「2004 年地方行政法」であった。本研
究では、同法による村落行政制度の基本的な
理念と改正点について詳細に検討した。その
中のひとつとして指摘したのが、「1999 年地
方行政法」において村落自治の民主的改革の
柱とされた村議会(Badan Perwakilan Desa)
に 代 わ っ て 村 協 議 会 (Badan 
Permusyawaratan Desa)が設置されたこと
であった。この新設された村協議会では、村
民の間の対立を回避するために議員の直接
選挙が廃止され、選挙区住民の話し合いと全
員一致によって決められることになった。そ
の結果、隣組長、慣習文化の長老、名望家な
どの村民を代表する有力者の権威に従属す
る伝統的な農村文化に回帰する途を残すこ
とになってしまったことが問題であること
を明らかにした。 
 
(4) (1)で触れたように「1999 年地方行政法」
で示された村落行政制度が「2004 年地方行
政法」ではどのように再編されたか詳しく検
討した。例えばその一部をあげれば、村協議
会と村長の対立を避けて村落行政の円滑な
運営を確保することに力点が置かれるよう
になったこと、議員が話し合いと全員一致の
原理によって選出されること、あるいは村長
の立候補要件、村長の義務と職務権限および
解職、村協議会議員の要件などについての具
体的な基準条件等が明示されなくなったこ
と、などがその例である。 
 そこで、本研究では調査地のあるバントゥ
ール県の「村協議会に関する 2007 年バント
ゥール県地方条例第 17 号」および「村長の
立候補・選挙・任命・辞職等に関する 2013
年バントゥール県知事規則第 52 号」を分析
して、さらに県内のチャンデン村で 2013 年
暮れに実施された村長選挙の参与観察をし
て、上記の村長や村協議会議員に関する規定
などについて詳細な内容を明らかにした。 
 しかし、村長選挙の実施、村協議会の設置
や同議員の選出に関する詳細な内容が定め

られていることは、地方政府が、一方で恣意
的な選挙を排除して民意の公正な表現を担
保しているということができるが、他方で農
村部の住民の間にはまだ民主的な投票行動
や政治的参加が期待できるほど民意が育っ
ていないと見なしているということができ
る。 
 
(5)本研究では、村落自治組織の担い手である
ジャワ農民の生活単位を成している家族や
親族組織について、親子関係、夫婦関係、き
ょうだい関係などの在り方を中心に調査し
た。その結果、ジャワ農村の人びとの家族観
や親族観にみられる特徴のひとつとして、自
己の家族成員あるいは自己自身を、共通の祖
先に連鎖する系譜関係の中に位置づけて認
知するような祖先中心的な観念が希薄で、む
しろそれとは逆に親族関係が自己を中心に
父方と母方に双方的に、しかも連続的に拡が
るものと意識されていることを明らかにし
た。したがって、ジャワ農村の親族組織は、
核家族と、自己中心に父方・母方の双方に拡
がる親族組織から成り立つキンドレッドに
よって組み立てられ、祖先中心的な親族集団
を持っていないのである。 
 
(6)北ジャカルタ市の調査地は、かつて村を形
成してきた集落が、周囲の大規模な工業、商
業、住宅の都市開発によって 1980 年代末ま
でに農地が皆無になったところである。ここ
では、かつて農業を生業としてきた農民は、
学歴や技術を持たないために不安定なイン
フォーマルセクターの雑業部門に就業せざ
るを得なかった。しかし、住宅と屋敷地を持
つ農民の中には、雇用の機会を求めて外部か
ら転入してくるニューカマーに部屋貸をし
て、その毎月の部屋代収入と家族の雑業部門
の収入との組み合わせによって比較的安定
した生活が可能となっている世帯が少なく
ない。このように都市の中に吸収されたかつ
ての農村集落のカンポンでは、地付き住民と
ニューカマーの混住化が進んでいる。そのた
めこれらのカンポンでは、ニューカマーを受
け入れて住民自治組織の再編が進められて
おり、その実態を明らかにした。 
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